
平成２８年 第２回 筑紫野市議会定例会（６月） 
提出議案について 

 

 平成２８年第２回筑紫野市議会定例会（会期：６月１０日から６月２８日まで）に次の議

案を提案しましたので、その内容をお知らせします。 

同意第１６号 筑紫野市教育委員会委員の任命について 

本件は、現委員の⻄村幸⼦⽒が本年６月２２日をもって任期満了となりますので、引き続

き、⻄村幸⼦⽒を選任いたしたく、地⽅教育⾏政の組織及び運営に関する法律第４条第２項

の規定により、議会の同意を求めるものです。 

報告第２号 
専決処分の承認について（筑紫野市税条例等の⼀部を改正する条例の制定

について） 

報告第２号から報告第４号までの３件は、地⽅税法等の⼀部を改正する法律が本年３月２

９日に成⽴したことに伴い、地⽅自治法第１７９条第１項の規定により、本年３月３１日付

で専決処分を⾏ったものであり、同条第３項の規定に基づき、ここに報告し、承認を求める

ものです。主な内容は、法⼈市⺠税の税率引き下げ、軽自動⾞税のグリーン化特例の延⻑で

す。 

報告第３号 
専決処分の承認について（筑紫野市都市計画税条例の⼀部を改正する条例

の制定について） 

主な内容は、条項の変更及び特例措置の期間延⻑です。 

報告第４号 
専決処分の承認について（筑紫野市国⺠健康保険税条例の⼀部を改正する

条例の制定について） 

主な内容は、国⺠健康保険税の課税限度額を⾒直し、基礎課税額の限度額を５４万円に、

後期高齢者⽀援⾦等課税額の限度額を１９万円に、それぞれ２万円引き上げるものです。ま

た、軽減判定所得の基準を⾒直し、５割軽減の対象となる世帯の軽減判定所得の算定につい

ては、被保険者数に乗ずる⾦額を２６万５千円に、２割軽減の対象となる世帯については、

４８万円に改正し、軽減対象世帯を拡大するものです。 

報告第５号 平成２７年度筑紫野市⼀般会計予算繰越明許費繰越計算書の報告について 



「ちくしの魅⼒発信事業」から「⼩地区公⺠館設置補助事業」までの全部で１５件の事業

であります。本件は、地⽅自治法第２１３条の規定により、平成２７年度中に事業が終了し

ないものにつきまして、議会の承認を受け、繰越明許費により、平成２８年度へ予算を繰り

越しています。 

 この場合に、地⽅自治法施⾏令第１４６条第２項の規定に基づき、繰越計算書を調整し、

議会に報告しなければならないこととなっていますので、ここに報告いたします。 

報告第６号 平成２７年度筑紫野市水道事業会計予算繰越計算書の報告について 

本件は、平成２７年度筑紫野市水道事業会計予算に定めていた建設改良費の工事請負費の

うち、むさしヶ丘配水管布設替工事の１工区、３工区及び４工区については、既存埋設物が

輻輳しており、下水道管の同時埋設にも日数を要したこと、筑紫駅⻄⼝配水管布設工事３工

区については、区画整理課が施工する道路築造工事の進捗が遅れ、工期を延⻑する必要が生

じたことにより、それぞれの工事請負費を、地⽅公営企業法第 26 条第１項の規定に基づき、

平成２８年度に繰り越していますので、同条第３項の規定に基づき、議会に報告するもので

す。 

 報告第７号 平成２７年度筑紫野市下水道事業会計予算繰越計算書の報告について 

本件は、平成２７年度筑紫野市下水道事業会計予算に定めていた建設改良費の工事請負費

のうち、城山７工区下水道築造工事については、推進工事において想定よりも土質が硬く、

工法を変更することにより、不測の時間を要したこと、建設改良費の補償費のうち、下水道

工事に伴う水道管⽀障移転補償費については、むさしヶ丘団地配水管布設替工事の１工区、

３工区及び４工区が繰越となったことから、地⽅公営企業法第２６条第１項の規定に基づ

き、平成２８年度に工事請負費、補償費をそれぞれ繰り越していますので、同条第３項の規

定に基づき、議会に報告するものです。 

議案第４４号 
筑紫野市固定資産評価審査委員会条例の⼀部を改正する条例の制定につい

て 

本件は、国から準則の改正が通知されたことに伴い、本条例の⼀部を改正するものです。 

議案第４５号 筑紫野市職員の給与に関する条例の⼀部を改正する条例の制定について 

本件は、地⽅公務員法及び地⽅独⽴⾏政法⼈法の⼀部を改正する法律が施⾏され、地⽅公



共団体は給与条例において「等級別基準職務表を定めること」と、されたことに伴い、規則

において定めていた級別標準職務表を本条例において規定するため、条例の⼀部を改正する

ものです。 

議案第４６号 
筑紫野市重度障害者医療費の⽀給に関する条例の⼀部を改正する条例の制

定について 

本件は、本年１０月に福岡県重度障害者医療費⽀給制度が、改正されることに伴い、本市

における重度障害者医療費⽀給制度を⾒直し、助成内容の拡充等を⾏うため、条例の⼀部を

改正するものです。 

議案第４７号 
筑紫野市コミュニティ施設等の設置及び管理に関する条例の⼀部を改正す

る条例の制定について 

本件は、本年１０月１日に、⼆日市東コミュニティセンターが開館することに伴い、条

例の⼀部を改正するものです。 

議案第４８号 
筑紫野市⼦どもの読書活動推進計画策定委員会設置条例を廃⽌する条例の

制定について 

本件は、本年２月２４日に第⼆次筑紫野市⼦どもの読書活動推進計画を策定し、３月３１

日をもって策定委員会を解散したため、本条例を廃⽌するものです。 

議案第４９号 市道路線の認定について 

本件は、むさしヶ丘四丁目の宅地開発に伴い、開発道路としての整備が完了し、筑紫野市

に帰属されたため、市道路線として認定するものです。この道路を道路法第８条第１項の規

定に基づき、市道路線として認定をするため、同条第２項の規定に基づき、議会の議決を求

めるものです。 

議案第５０号 市道路線の変更について 

本件は、むさしヶ丘四丁目の宅地開発に伴い、開発地内道路に付け替えを⾏ったため、市

道路線の終点部分を変更するものです。この道路を道路法第１０条第２項の規定に基づき、

市道路線の変更をするため、同条第３項の規定により準用する同法第８条第２項の規定に基

づき、議会の議決を求めるものです。 

議案第５１号 平成２８年度筑紫野市⼀般会計補正予算（第１号）について 



主な内容は、歳出予算といたしましては、災害時の備えとして、給水⾞購⼊のための公用

⾞集中管理事業３３０万円、防災事務事業１２０万円や、地元創業促進のための創業意欲喚

起事業３００万円などを増額するものです。これに⾒合いの歳⼊予算といたしましては、総

務費国庫補助⾦１千２１５万８千円などを増額するものです。このため、歳⼊歳出予算の総

額に歳⼊歳出それぞれ１千９４６万１千円を追加し、歳⼊歳出予算の総額を、歳⼊歳出それ

ぞれ３０２億４６万１千円とするものです。 

「債務負担⾏為補正」といたしましては、現庁舎が耐震基準に満たないこと、⾏政機能の

分散など、数多くの問題を解決し、併せて、市⺠の利便性の確保、サービスの向上を図り、 

防災・災害復興拠点、市⺠活動拠点として、平成２８年度から平成３０年度にかけ、新庁舎

に係る、設計監理業務委託及び建設工事の債務負担⾏為７６億１４９万７千円を追加するも

のです。また、「地⽅債補正」につきましては、「変更の場合」として１件の１千６３０万円

を計上しています。 

議案第５２号 
平成２８年度筑紫野市国⺠健康保険事業特別会計補正予算（第１号）につ

いて 

主な内容は、歳出予算といたしましては、システム改修に伴い⼀般管理費１６２万円を増

額するものです。これに⾒合いの歳⼊予算といたしましては、国庫補助⾦を同額、増額する

ものです。このため、歳⼊歳出予算の総額に歳⼊歳出それぞれ１６２万円を追加し、歳⼊歳

出予算の総額を歳⼊歳出それぞれ １１４億８６４万９千円とするものです。 

  


